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	兼業依頼（教職員）
兼業のご依頼について 鹿屋体育大学の教職員(常勤の教職員をさす。以下「教職員」という。)は、「鹿屋体育大学就業規則第29条」、「鹿屋体育大学職員兼業規則」及び「鹿屋体育大学職員兼業細則」により兼業に従事する場合に必要な事項が定められております。 本学教職員は事前の学長許可無くして、兼業に従事することはできません。兼業依頼の手続きは、早めの申請をお願いいたします。 ※一般的な兼業手続きのフロー図 (PDF) 許可できる期間等について 任期のある兼業 任期のない短期の兼業 1回限りの講演や会議等のような短期間の兼業については、本務に支障がない時間等を確認したうえで、学長許可を必要とします。 申請様式等 本学教職員への兼業依頼については、依頼先からの公文書が必要です。1週間前までに担当係に送付してください。 なお、営利企業役員の兼業等については、学内における特別委員会での審議を必要とします。学長の許可までに時間がかかることを予めご了承ください。 国立大学法人鹿屋体育大学職員の役員等兼業の従事状況について
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第01章 通則・学則 第02章 管理運営 第03章 総務 第04章 人事 第05章 財務 第06章 施設 第07章 教務 第08章 学生 第09章 研究・連携・国際交流 第10章 附属図書館・情報 第11章 スポーツイノベーション推進機構・学内共同教育研究施設等 第12章 申合せ事項等
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